
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費【令和５年度決算】

　 地方消費税の税率引上げに伴う増収額５６１，０４３千円（地方消費税交付金）については、その全額を社会保障施策に要する経費に充当した。

[歳　入] 地方消費税交付金

[歳　出] 社会保障施策に要する経費 （うち一般財源　４，２５６，２６３千円）

[単位：千円]

国庫支出金 県支出金 市債 その他 増収分の
地方消費税交付金 その他

1,169,711 549,474 269,226 80,000 271,011 障害者自立支援費     　        80,000

102,694 349 3,462 98,883

1,958,177 983,857 403,474 16,354 150,000 404,492 私立認定子ども園施設型給付費　 30,000
私立保育所措置委託料 　 　　　120,000

186,735 55,596 234 28 45,000 85,877 児童扶養手当　45,000

678,225 501,182 24,462 8,500 144,081

552,271 126 552,145

275,830 436 104,507 10,076 120,000 40,811 医療扶助費　　　　　　         80,000
小児市助成医療扶助費　         40,000

4,923,643 2,090,671 802,252 38,420 395,000 1,597,300

673,135 27,249 13,625 71,043 561,218 介護給付費繰出金　             71,043

267,982 38,103 116,920 112,959

704,897 107,388 739 95,000 501,770 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金　95,000         

392,439 2,531 310 7,132 382,466

2,038,453 67,883 238,243 7,871 166,043 1,558,413

174,324 60,637 334 8,447 104,906

14,614 13,600 1,014

733,587 300,000 433,587

922,525 60,637 334 322,047 539,507

7,884,621 2,219,191 1,040,829 368,338 561,043 3,695,220

※　主に地方単独事業及び国庫補助負担金事業等における社会保障施策に要する経費を計上

　　事務費や職員人件費（サービスに直接従事しない職員分）等は除外している。ただし、市町村職員共済組合負担金等については計上

保健衛生

疾病予防事業

医療提供体制確保事業

市民病院事業

小計

合計

社会保険

介護保険事業

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

共済組合負担金

小計

充当内訳

社会福祉

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

母子福祉事業

生活保護事業

生活等支援事業

医療費助成事業

小計

５６１，０４３千円

７，８８４，６２１千円

事業名 経費
特定財源 一般財源


